
 ケセラセラ（指定相談⽀援・障害児相談⽀援）運営規程 

 （事業の⽬的） 
 第１条 合同会社リミットブレイクが開設するケセラセラ（以下「事業所」と 
 いう。）において実施する相談⽀援の事業は、次に掲げる便宜の供与を⾏う 
 ことを⽬的とする。 
 （１）地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児 
 の保護者⼜は障害者等の介護を⾏う者からの相談に応じ、必要な情報の提供 
 及び助⾔を⾏い、併せてこれらの者と市町村及び指定障害福祉サービス事業 
 者等との連絡調整その他の便宜を総合的に供与すること。 
 （２）介護給付費等の⽀給決定を受けた障害者⼜は障害児の保護者が障害福 
 祉サービスを適切に利⽤することができるよう、当該者の依頼を受けて、⽀ 
 給決定に係る利⽤者の⼼⾝の状況、その置かれている環境、障害福祉サービ 
 スの利⽤に関する意向その他の事情を勘案し、サービス利⽤計画を作成する 
 とともに、サービス利⽤計画に基づく障害福祉サービスの提供が確保される 
 よう、指定障害福祉サービス事業者等その他の者との連絡調整その他の便宜 
 を供与すること（以下「指定相談⽀援」という。）。 

 （運営の⽅針） 
 第２条 事業所は、利⽤者がその有する能⼒及び適性に応じ、⾃⽴した⽇常⽣ 
 活⼜は社会⽣活を営むことができるよう、利⽤者の⼼⾝の状況、その置かれ 
 ている環境等に応じて、利⽤者⼜は障害児の保護者の選択に基づき、適切な 
 障害福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供される 
 よう配慮して指定相談⽀援を⾏うものとする。 
 ２ 指定相談⽀援の実施にあたっては、利⽤者⼜は障害児の保護者の意思及び 
 ⼈格を尊重し、常に利⽤者⼜は障害児の保護者の⽴場に⽴って、利⽤者に提 
 供される障害福祉サービス等が特定の種類⼜は特定の障害福祉サービス事業 
 者に不当に偏することのないよう、公正中⽴に⾏うものとする。 
 ３ 指定相談⽀援の事業の運営にあたっては、関係市町村、障害福祉サービス 
 事業者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善、開発に努め 
 るものとする。 
 ４ 事業所は、⾃らその提供する事業の評価を⾏い、常にその改善を図る。 

 第３条 事業を⾏う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 
 （１）名 称  ケセラセラ 
 （２）所在地  滋賀県草津市下笠町1753 

 （職員の職種、員数及び職務の内容） 
 第４条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとす 
 る。 



 （１）管理者  １名（常勤︓法⼈サブサービス提供責任者及び相談⽀援専⾨員 
 兼務） 
 管理者は、事業所の相談⽀援専⾨員、その他の従業者の管理、指定相談⽀援 
 の利⽤の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を⼀元的に 
 ⾏う。 
 （２）相談⽀援専⾨員  1名（常勤1名、⾮常勤0名） 
 相談⽀援専⾨員は、地域の利⽤者からの⽇常⽣活全般に関する相談に関する 
 業務及びサービス利⽤計画の作成に関する業務を⾏う。 
 （３）事務職員  1名（常勤1名、⾮常勤0名） 
 事務職員は、必要な事務を⾏う。 

 （営業⽇及び営業時間） 
 第５条 事業所の営業⽇及び営業時間は、次のとおりとする。 
 （１）営 業 ⽇︓⽉曜⽇から⽇曜⽇までとする。 
 ただし、12⽉31⽇から1⽉3⽇まで及び、社内外研修・社内外会議・⾏事等時 
 間を除く。 
 （２）営業時間︓ 午前9時30分から午後19時00分までとする。 

 （指定相談⽀援を提供する主たる対象者） 
 第６条 事業所において指定相談⽀援を提供する主たる対象者は、次のとおり 
 とする。 
 （１）⾝体障害者 （２）知的障害者 （３）精神障害者 （４）障害児 （５） 
 発達障害、学習障害（６）難病患者等 

 （指定相談⽀援の内容及び提供⽅法） 
 第７条 事業所で⾏う指定相談⽀援の内容は、次のとおりとする。 
 （１）利⽤者の⽇常⽣活全般に関する相談に関する業務 
 （２）サービス利⽤計画の作成 
 （３）サービス利⽤計画に基づく障害福祉サービスの提供を確保するための 
 指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整 
 （４）利⽤者の居宅の訪問（遠⽅や感染症予防に必要な場合はオンラインで 
 対応する事もある）による継続的なモニタリング 
 （５）サービスの内容、利⽤料⾦等の情報を適正に利⽤者等⼜はその家族に 
 対して提供し、利⽤者等にサービスの選択を求める 
 （６）その他の必要な⽀援、助⾔等 
 ２ 前項第１号のサービス利⽤計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。 
 （１）利⽤者及びその家族の⽣活に対する意向、利⽤者の総合的な援助の⽅ 
 針並びに⽣活全般の解決すべき課題 
 （２）提供される障害福祉サービスの⽬標及びその達成時期 



 （３）障害福祉サービスの種類、内容、量、⽇時、利⽤料及びこれを担当す 
 る者 
 （４）障害福祉サービスを提供するうえでの留意事項 

 （指定相談⽀援の提供⽅法） 
 第８条 指定相談⽀援の提供にあたっては、利⽤者の⽴場に⽴って懇切丁寧に 
 ⾏うことを旨とし、利⽤者⼜はその家族に対し、サービスの提供⽅法等につ 
 いて理解しやすいように説明を⾏うとともに、必要に応じ、同じ障害を有す 
 る者による⽀援等適切な⼿法を通じ⾏うものとする。 

 （利⽤者から受領する費⽤の額等） 
 第９条 法定代理受領を⾏わない指定相談⽀援を提供した際は、利⽤者から障 
 害者⾃⽴⽀援法第32条第２項の規定により算定されたサービス利⽤計画作成 
 費の額の⽀払いを受けるものとする。 
 ２ 利⽤者の選定により、次条に規定する通常の事業の実施地域以外の地域の 
 居宅を訪問して指定相談⽀援を⾏う場合に要する交通費は、公共交通機関等 
 を利⽤した場合は、その実費を徴収することができる。 
 また、⾃動⾞を使⽤した場合は、1km当たり30円、徴収するものとする。 
 ３ 前項の費⽤の額に係る指定相談⽀援の提供にあたっては、あらかじめ、利 
 ⽤者に対し、指定相談⽀援の内容及び費⽤について説明を⾏い、利⽤者の同 
 意を得るものとする。 
 ４ 第１項及び第２項までの費⽤の⽀払いを受けた場合は、当該費⽤に係る領 
 収書を利⽤者に対し交付するものとする。 

 （利⽤者負担額等に係る管理） 
 第１０条 事業所は指定相談⽀援等を提供している計画作成対象障害者等が当 
 該指定相談⽀援等の同⼀の⽉に受けた指定障害福祉サービス等の合計額を算 
 定し、この合計額を市町村に報告するとともに、当該計画作成対象障害者等 
 に対し指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に 
 通知するものとする。 

 （通常の事業の実施地域） 
 第１１条  通常の事業の実施地域は、草津市全域  とする。 
 特殊な事情（利⽤者の引越しや特殊困難事案等）の場合は対応を全国区とす 
 る。 

 （緊急時及び事故発⽣時等における対応⽅法） 
 第１２条 事業所は、指定相談⽀援の提供により事故が発⽣したときは、直ち 
 に県、市町村、利⽤者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じるも 
 のとする。 



 ２ 事業所は、指定相談⽀援の提供により賠償すべき事故が発⽣したときは、 
 速やかに損害を賠償するものとする。 

 （苦情解決） 
 第１３条 事業所は提供した指定相談⽀援に関する利⽤者等からの苦情に迅速 
 かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓⼝を設置するものと 
 する。 
 利⽤者⼜はその家族からの相談⼜は苦情等に対応する常設の窓⼝ 
 （連絡先）  会社窓⼝︓077-532-3095  受付担当  村上 美耶 

 E-mail︓  info@lb.777.cx 
 緊急対応︓090-7486-6475  解決担当  並河 優 

 （公的窓⼝） 
 ・滋賀県社会福祉協議会 運営適正化委員会(あんしん・なっとく委員会) 

 草津市笠⼭７丁⽬-8-138（県⽴⻑寿社会福祉センター内） 
 電話番号︓077-567-4107（⽉〜⾦9:00〜17:00 但し祝祭⽇除く） 
 FAX︓077-561-3062 
 E-mail︓  c-ansin@mx.biwa.ne.jp   ※⼿紙での相談も可 

 ・草津市 健康福祉部障害福祉課障害福祉グループ 
 電話番号︓077-561-2363 

 他︓利⽤者在住の都道府県及び市町村の社会福祉協議会や障害福祉課 
 なお、調停及び裁判は滋賀県⼤津地⽅裁判所で⾏う事と定める。 

 （個⼈情報の保護） 
 第１４条 事業所はその業務上知り得た利⽤者⼜はその家族等の個⼈情報につ 
 いては、個⼈情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）その他関 
 係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。 
 ２ 職員は、その業務上知り得た利⽤者並びにその家族の秘密を保持するもの 
 とする。 
 ３ 職員であった者が、業務上知り得た利⽤者並びにその家族の秘密を保持す 
 るよう、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を職員 
 との雇⽤契約の内容とする。 
 ４ 事業所は、サービス担当者会議等において、利⽤者並びにその家族に関す 
 る個⼈情報を⽤いる場合には、あらかじめ⽂書により利⽤者並びにその家族 
 の同意を得るものとする。 

 （虐待の防⽌のための措置に関する事項） 
 第１５条 事業所は、利⽤者の⼈権の擁護、虐待の防⽌等のため、次の措置を 
 講ずる 
 （１） 虐待防⽌に関する責任者の選定及び設置 
 （２） 成年後⾒制度の利⽤⽀援 

mailto:info@lb.777.cx
mailto:c-ansin@mx.biwa.ne.jp


 （３） 苦情解決体制の整備 
 （４） 職員に対する虐待の防⽌を啓発・普及するための研修の実施 
 （５） 虐待防⽌のための対策を検討する委員会（虐待防⽌委員会）の定期的 
 な開催及び委員会での検討結果について職員への周知徹底 

 （衛⽣管理等） 
 第１６条 事業所は職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を⾏ 
 うものとする。 
 ２ 事業所の設備及び備品等について、衛⽣的な管理に努めるものとする。 
 ３ 事業所において感染症が発⽣し、またはまん延しないように、次の各号に 
 掲げる措置を講ずるよう努める。 
 （１） 事業所における感染症の予防及びまん延の防⽌のための対策を検討す 
 る委員会（感染症対策委員会）の定期的な開催及びその結果について職員へ 
 の周知 
 （２） 事業所における感染症の予防及びまん延の防⽌のための指針の整備 
 （３） 事業所において、職員に対し、感染症の予防及びまん延の防⽌のため 
 の研修及び訓練の定期的な実施 

 （業務継続計画の策定等） 
 第１７条 事業所は、感染症や⾮常災害の発⽣時において、利⽤者に対する 
 サービスの提供を継続的に実施するための、及び⾮常時の体制で早期の業務 
 再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業 
 務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努める。 
 ２ 事業所は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な 
 研修及び訓練を定期的に実施するよう努める。 
 ３ 事業所は、定期的に業務継続計画の⾒直しを⾏い、必要に応じて業務継続 
 計画の変更を⾏うよう努める。 

 （掲⽰） 
 第１８条 事業所は、当事業所の⾒やすい場所及びホームページ上に、運営規 
 程の概要、その他の利⽤申込者のサービスの選択に資すると認められる事項 
 を記載した書⾯を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に⾃由に 
 閲覧させることにより、規定による掲⽰に代えることができる。 
 ２ 事業所は、前項に規定する重要事項の公表に努める。 

 （職場におけるハラスメントの防⽌） 
 第１９条 事業所は適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において 
 ⾏われる性的な⾔動⼜は優越的な関係を背景とした⾔動であって業務上必要 
 かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されたことを防⽌ 
 するための⽅針の明確化等の必要な措置を講じるよう努める。 



 （その他運営に関する重要事項） 
 第２０条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設け 
 るものとし、また、業務の執⾏体制についても検証、整備するものとする。 
 （１）採⽤時研修 採⽤後3ヵ⽉以内 
 （２）継続研修 年2回以上 
 ２ 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとす 
 る。 
 ３ 事業所は、利⽤者等に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、当 
 該サービス提供をした⽇から５年間保存するものとする。 
 ４ 契約は運営規定に基づく「重要事項説明書」、「免責・誓約・同意書」、 
 合同会社リミットブレイク「契約書」の同意のもと実⾏されるものとする。 
 ５ この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社リミット 
 ブレイクと事業所（ケセラセラ）の管理者との協議に基づいて定めるものと 
 する。 

 附 則 この規程は、令和7年1⽉1⽇から施⾏する。 


